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2024年４月１日、下図で示したとおり車両総重量８ｔ以上の貨物自
動車(けん引を除く)の高速自動車国道における法定最高速度が80km/h
から90km/hに引上げられました。
これに伴い、自動車専用道路である三陸自動車道の一部区間におい

て、下図で示したとおり車両総重量８ｔ以上の貨物自動車(けん引を除
く)の指定最高速度を90km/hに引き上げます。
2026年２月末頃から順次運用を開始しますので標識を良く確認して

通行してください。
※速度標識で「９０」が表示されている場合

自動二輪車
乗用車
総重量８ｔ未満の貨物自動車

お問合せ先
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交通規制課規制第一係
☎022-221-7171

総重量８ｔ以上の貨物自動車
（大型貨物自動車、特定中型
貨物自動車）

けん引
三輪の自動車
大型特殊自動車
他車をけん引する場合

高速自動車国道の法定最高速度（自動車の種類別）
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